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通学路の交通安全確保について 

○上記（２）の体制により、通学路の緊急合同点検を実施（8月末までを目途） 

○緊急合同点検の結果を受け、関係者が連携して対策を検討 

（１）国レベルの連携体制の強化 

○文部科学省、国土交通省、警察庁において、関係省庁連絡会議を設置 
                （有識者への意見聴取、緊急合同点検のフォローアップ等） 

（２）地域レベルの関係機関による連携体制の整備 

○通学路の安全確保に関して、教育委員会、道路管理者、警察に加え、保護者、地域住
民などの関係者を交えた連携体制を整備 

（３）緊急合同点検の実施【参考１，２】 

○相次いで登下校中の児童生徒等が巻き込まれる交通事故が発生 

○通学路における交通安全の確保を図るため、国土交通省、文部科学省、警察庁の関係省庁副大
臣レベルの会議を５月２８日に開催 

【副大臣会議取りまとめ事項】 

国土交通省、文部科学省、警察庁より、道路管理者、教育委員会・学校、都道府県警察に
対し、緊急合同点検等の取り組みを要請（5月30日） 1 



危険箇所の抽出  

対策案の策定（11月末まで） 

対策必要箇所の抽出(８月末まで） 

対策の実施 
（地元との調整等を踏まえH24年度から順次実施） 

学校、道路管理者、警察等による合同点検 

8月末までに実施   

※9月上旬報告 

※12月上旬報告 

国土交通省、文部科学省、警察庁より 

緊急合同点検の取り組みを要請（5月30日） 

学校、PTAが抽出 

通学路の緊急合同点検の実施フロー 

関係省庁副大臣会議（5月28日） 
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【参考１】通学路における緊急合同点検の流れ（ステップ１） 
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（安全点検事務局） 都道府県警察本部

地元警察署

直轄道路管理者

都道府県道路管理者

市町村道路管理者

学校 ・ Ｐ Ｔ Ａ

○通学路設定と安全点検
○危険箇所の抽出

報告

報告

対策の報告

点検日程
の調整

合同点検の実施
対策必要箇所の抽出

市町村教育委員会
（安全点検事務局）

＜想定される対策メニュー＞
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【参考２】緊急合同点検を受けた対策の実施検討の流れ（ステップ２） 

道路管理者 地元警察署

地元警察署道路管理者

要望要望

市町村教育委員会・学校

対策の実施

地域住民

ＰＴＡ

相談 相談

ステップ１
対策必要箇所の抽出を受けて

連携

○対策メニュー案の検討

○対策案の作成 調整

連携・協力 連携・協力市町村教育委員会・学校

ＰＴＡ

連携

4 


